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抄　　　　録

　川崎医科大学（以下，本学）の教育の質保証と質向上の根幹となる内部質保証システムの構築と
実質化に向けた取り組み及び展望について報告する。第３期機関別認証評価の受審に先立って，医
学部，大学院，大学の自己点検・評価を行い，これらを踏まえて，内部質保証システムを改善する
とともに，「2022点検・評価報告書」を作成し，これに基づく実地調査を受審した。今回構築した
内部質保証システムの特徴は，本学の教育研究活動が中期目標・中期計画及び単年度事業計画に基
づく実施とそれに対する点検・評価から改善のプロセスが継続的に可能となるように，法人の一部
を含めた PDCA サイクルとした点である。教学マネジメントを有効に機能させるために，大学，
医学部，大学院のそれぞれの運営委員会の関係を明確にする組織改革を行い，内部質保証に責任を
負う大学運営委員会と内部質保証の推進に責任を負う「内部質保証推進会議」が連携する構成にし
た。さらに，「内部質保証推進会議」の下に「自己点検・評価委員会」を設置し，この下に「点検
実行委員会」，「事業計画点検委員会」と「学修成果・教育プログラム点検委員会」を配置した。こ
れら５つを Quality Promoting Unit（QPU）と称し，これが一体となって本学全体の自己点検・評
価から改善のためのアクションプランを策定する。この大学運営委員会と QPU による点検・評価
から改善に至る一連の組織的な手続きを「課題解決の PDCA サイクル」とし，このサイクルを有
効に稼働させるために各種のツールを作成して，改善を推進した。今回構築した内部質保証システ
ムは，実地調査において「複雑な対応ができるシステム構成」との評価を受けた。実地調査後の大
学基準協会からの評価は，前回の受審に比して上昇し，受審に向けた取り組みによって改善が進ん
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だと自己評価できる。今後は，QPU を中心に「2022 点検・評価のロードマップとマイルストーン」
に従って質保証の実質化を推進し，国際基準の医学教育を提供していく。

キーワード： 内部質保証システム，内部質保証推進会議，QPU（Quality Promoting Unit）， 
課題解決の PDCA サイクル，点検・評価・改善のツール

Abstract
   This study investigates the efforts and prospects for the establishment and realization of an 
internal quality assurance (IQA) system as the basis for assurance and improvement of the 
quality of education at Kawasaki Medical School. Prior to undergoing examination of the third 
cycle of Institutional Certified Evaluation and Accreditation, we conducted self-study of the 
faculty of medicine, the graduate school, and the university. Based on the results, we improved 
the current IQA system, and conducted an on-site investigation based on the “2022 Self-Study 
Report.”
   The characteristics of the newly-established IQA system, which was defined as a “Plan-Do-
Check-Act” (PDCA) cycle are as follows. The educational and research activities of the university 
can be implemented based on the Shool Medium-term Goals, and Plans, and single-year business 
plans. The PDCA cycle includes part of the educational foundation, Kawasaki Gakuen, so that 
the process of inspection, evaluation, and improvement can be continuously performed. To 
ensure the effective functioning of academic management, organizational reform was conducted 
to clarify the relationship between the School Steering Committee, the Faculty of Medicine, 
and the graduate school. The School Steering Committee, which is responsible for IQA, and the 
“Internal Quality Assurance Promotion Council”, which is responsible for promoting IQA 
were comprised so as to cooperate. Furthermore, the Self-Inspection and Evaluation Committee 
was established, under which the Inspection Executive Committee, the Business Plan Review 
Committee, and the Learning Outcome and Educational Program Review Committee were 
placed, under the Internal Quality Assurance Promotion Council. These five entities are referred 
to as the Quality Promoting Unit (QPU); together, they create an action plan for improvement 
based on the institution-wide self-study results. This series of organizational procedures from 
inspection and evaluation to improvement by the School Steering Committee and QPU is defined 
as “the PDCA cycle for problem-solving.” To operate this cycle effectively, various tools were 
created and improvements subsequently promoted. The newly-established IQA system was 
highly appreciated as “a system configuration that can handle complex responses” in the on-
site investigation. After such investigation, the committee proposal from the Japan University 
Accreditation Association indicated better evaluation compared to the previous examination, and 
it could be self-evaluated that improvements have been made as a result of the efforts toward 
taking the third cycle of Institutional Certified Evaluation and Accreditation examination in 
2022. In the future, we will promote the realization of quality assurance centered on the QPU 
according to the “2022 Roadmap and Milestones for Self-study” and provide medical education 
based on international standards. 

Key words:  Internal Quality Assurance System,  Internal Quality Assurance Promoting Council,   
QPU (Quality Promoting Unit),  PDCA Cycle for Problem-Solving,   
Tools for Self-study and Improvements
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はじめに
　本稿は，2022年10月５日（水），６日（木）
に公益財団法人大学基準協会による第３期機関
別認証評価の実地調査を受審した際に，全体面
談の冒頭において，本学の内部質保証の取り組
みについて，「内部質保証システムの実質化を
目指して」と題してプレゼンテーションを行っ
た内容に補足したものである（図１）。
　このプレゼンテーションの内容については，
大学基準協会から，「①どのように内部質保証
システムの構築に取り組んできたか，②今回の
自己点検・評価で明らかになった特徴や課題，
改善・向上に向けた計画等について」説明する
ように要請されていた。したがって，本稿はこ
れら２つの内容が中心である。

Ⅰ 　どのように内部質保証システムの構築に取
り組んできたか（表１）

〈自己点検・評価の義務化〉
　1991年に大学設置基準が大綱化され，これに
伴い「各大学等が自らの教育研究活動等の水準
を維持向上するために自己点検・評価を実施す
る」ということが初めて努力義務化された。次
いで，1999年には「自己点検・評価の実施とそ
の結果を公表することが義務化」され，さら
に，「自己点検・評価結果の学外者による検証
が努力義務化」された。大学設置基準の大綱化
を嚆矢として法的な整備が順次なされ，文部科
学大臣によって認証された評価機関による認証
評価が2004年度から実施されるに至っている。
　本学もこの法的な整備状況に対応して，1993
年に自己点検・評価委員会を設置した。同委員

図１　タイトルスライド
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会の設置後に，特段の自己点検活動が実施され
たという記録は確認されていない。しかし，
1999年の自己点検・評価の実施とその公表の義
務化に伴い，2001年の「自己点検・評価報告書
－現状の点検と評価－」1）を皮切りに数次の自己
点検・評価を実施し，その結果を報告書として
とりまとめて公表を行うこととなった。その後
も，機関別認証評価や医学教育分野別評価の受
審に向けて対応してきた。本学が実施した自己
点検・評価とその結果を公表した成果物2）につ

いては，表２に一部を示す。
〈機関別認証評価についての背景〉
　学校教育法第109条第１項は，「大学は，その
教育研究水準の向上に資するため，文部科学大
臣の定めるところにより，当該大学の教育及び
研究，組織及び運営並びに施設及び設備（次項
において「教育研究等」という。）の状況につ
いて自ら点検及び評価を行い，その結果を公表
するものとする。」と規定し，同第２項では，
文部科学大臣の認証を受けた機関による評価

表２　本学の自己点検・評価活動の経緯

表１　どのように内部質保証システムの構築に取り組んできたか
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（認証評価）を政令で定める期間ごとに受ける
義務を規定している。なお，政令に定める期間
は，学校教育法施行令第40条によって７年以内
と規定されているので，７年に１度は認証評価
を受審することが義務となっている。
　文部科学大臣の認証を受けた大学を対象とし
た認証評価機関は2021年５月時点では５つあ
り，それらは，大学基準協会，大学改革支援・
学位授与機構，日本高等教育評価機構，大学教
育質保証・評価センター，大学・短期大学基準
協会である。これらの中で大学基準協会は2004
年に第１期の機関別認証評価を他の認証評価機
関に先駆けて開始した3）。
　本学は，大学基準協会に機関別認証評価を申
請して，2008年度に第１期を受審し，2009年に
大学基準協会の会員となった4）。2015年度に第
２期を受審し，今回の2022年度受審は第３期に
当たる。

〈認証評価機関は大学に関して何を点検・評価
するのか〉
　学校教育法第110条は，「認証評価機関になろ
うとする者」に対する規定で，この規定に基づ
いた『学校教育法第百十条第二項に規定する基
準を適用するに際して必要な細目を定める省
令』の第１条第２項第１号において，認証評価
機関が実施する大学評価基準が含むべき事項を
以下のように規定している。
　イ　 教育研究上の基本となる組織に関すること。
　ロ　教育研究実施組織等に関すること。
　ハ　教育課程に関すること。
　ニ　施設及び設備に関すること。
　ホ　 卒業の認定に関する方針，教育課程の編

成及び実施に関する方針並びに入学者の
受入れに関する方針に関すること。

　へ　 教育研究活動等の状況に係る情報の公表
に関すること。

図２　大学基準の構成（大学評価ハンドブックから引用）
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　ト　 教育研究活動等の改善を継続的に行う仕
組みに関すること。

　チ　財務に関すること。
　リ　 イからリまでに掲げるもののほか，教育

研究活動等に関すること。
　さらに，同条同項第２号において，「前号チ
に掲げる事項については，重点的に認証評価を
行うこととしていること。」と規定している。
この規定が内部質保証を重視する点検・評価の
法的な根拠となっている。
　大学基準協会は，文部大臣に認証された評価
機関として，これらの法的要件を踏まえて，大
学基準協会独自の大学評価基準として10の基準
を設定し，「大学評価ハンドブック」5）に基準と
その解説を詳述している。さらにこれら10の基
準間の関連は「大学基準の構成図」として示し
ている（図２）。第３期機関別認証評価では，
内部質保証の重要性を強調するために，第２期
機関別認証評価で基準10としていた内部質保証
の基準を基準２に繰り上げている。また，内部
質保証の主たる対象は基準３～９で，その目的
の中心は，教育の充実と学修成果（学習成果）
の向上にあるとしている。
　2022年度時点では第３期の機関別認証評価が
全国的に実施されているが，機関別認証評価の
各期の特徴については，第１期では「教育研究
活動等における法令要件の充足状況の確認」
が，第２期では「内部質保証システムの構築」
が，第３期では「内部質保証システムを機能さ
せて学修成果を上げること」が点検・評価の眼
目とされている。
〈大学評価の目的及び特徴〉
　大学基準協会は，大学評価の目的について，
第３期に対応した大学評価ハンドブックに次の
３点を挙げている。
　① 本協会が定める「大学基準」に基づき大学

の諸側面を包括的に評価することを通じ
て，大学の教育研究活動の質を社会に対し

保証すること。
　② 大学評価結果の提示，評価を通じて見出さ

れた改善を要する事項（「改善課題」，「是
正勧告」）に関する報告書（「改善報告書」）
の検討とその結果の提示といった一連のプ
ロセスを通じて，大学の改善・向上を継続
的に支援すること。

　③ 評価を通じて大学の社会的存在理由を明ら
かにすることに貢献し，大学が社会に対し
て説明責任を果たしていくことを支援する
こと。

　さらに，大学評価の特徴として次の５点を挙
げている。
　① 内部質保証システムの有効性に着目した評価
　②自己改善機能を重視した評価
　③ 理念・目的の実現に向けた取り組みを重視

し，充実・向上を支援する評価
　④継続的な改善・向上を支援する評価 
　⑤ピア・レビューを重視する評価
　特に，①内部質保証システムの有効性に着目
した評価については，「大学教育の質を保証す
る第一義的責任は大学自身にあります。大学評
価においては，大学が内部質保証システムを構
築し有効に機能させているかどうかを重視しま
す。」としている。
〈大学評価ハンドブックの役割〉
　本学は，「自己点検・評価とその結果を公表
しなくてはならないこと，及びこれとは別に認
証評価機関により認証評価を受けなければなら
ないことが法令で規定されていること」を前述
した。本学が機関別認証評価を受審する評価機
関である大学基準協会は，法令を踏まえて評価
を実施するために独自の基準を定めている。さ
らに，認証評価の実際に当たって，認証評価機
関及び受審する大学双方にとって，認証評価が
スムーズに実施されるように，各基準に対する
解説，また点検・評価項目，評価の視点，評価
者の観点等について，詳細に分かりやすく大学
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評価ハンドブックに記載してマニュアル化して
いる。これについて，基準協会自身も「自己点
検・評価における重要なツール」であると言及
している。したがって，本学においても認証評
価を受審するに当たっては，必要最小要件とし
て，この大学評価ハンドブックに従って，高等
教育機関としての川崎医科大学を点検・評価す
ることが必須である。つまり，大学評価ハンド
ブックに記載されている基準とその解説，また
点検・評価項目を十分に理解し，そこで何が求
められているかを把握した上で，現状を点検し
評価することが必要である。
　各基準に関して，「方針の設定」，方針に基づ
いた「取り組み」，取り組み結果に対する「自
己点検・評価」及びその結果に基づいた「改
善・向上」という順に点検・評価項目が設定さ
れている（図３）が，これは，点検・評価を実
施する上でのエッセンスともいうべきもので，
PDCA サイクルそのものともいえる極めて実
践的な思考のツールともいえる。実際，今回の
本学の自己点検・評価から改善のプロセスにお
いては，この PDCA サイクルに幾度も立ち返
りながら基本ツールとして活用した。

〈本学の第３期機関別認証評価の取り組みの概
要〉
　本学の第３期機関別認証評価に向けた自己点
検・評価と改善の取り組みは，2019年10月に受
審した医学教育分野別評価において，「内部質
保証のための組織及び大学運営のガバナンスの
組織構造自体の仕組みが分かり難い」という指
摘を真摯に受け止め，同年11月から組織構造に
ついての検討を開始したことが嚆矢となってい
る。この検討プロセスは紆余曲折したもので
あったが，この検討結果は，2020年10月の教授
会に報告され，その後，組織の改善に対応した
規程の策定とともに2021年４月１日から実施さ
れた管理運営の仕組みとして結実した。
　この作業と並行して，2020年１月から，旧教
育改善委員会（現点検実行委員会）委員長，副
委員長，アドバイザーは，大学評価ハンドブッ
クを基にして，基準とその解説，また点検・評
価項目，評価の視点，評価者の観点等を，理解
し共有するための実質的な作業を始めた。これ
らの作業の中で，2020年度の前半に医学部と大
学院の自己点検・評価を行い，これを踏まえて
同年度内に全学レベルでの自己点検・評価から

図３　本学が指針とした PDCA サイクル
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2020点検・評価報告書を作成すること，さら
に，この全学レベルでの自己点検・評価結果を
踏まえ，これに改善事項を盛り込んで，2022年
度機関別認証評価を受審するための2022点検・
評価報告書を作成するというロードマップとマ
イルストーンを確認し，順次実施していった。
　2020年度の旧内部質保証推進委員会の活動は
低調であったが，当時の内部質保証の仕組みに
則して，自己点検・評価活動から改善を実施す
ることとし，旧教育改善委員会が中心的な活動
を担った。同委員長と副委員長を中心にロード
マップとマイルストーンに従って図４に示すよ
うに委員会を開催し，点検・評価活動の到達点
とその後の方向性を共有していった。
〈自己点検・評価作業を学内の世代を越えて継
続するために目指すべき方向について〉
　今回の第３期に向けた自己点検・評価作業を
実施していくに当たっては，第１期から第２
期，第２期から第３期へと移行する時に，点

検・評価作業の体験や経験をツール化や組織化
して次世代に伝えて，自己点検・評価活動を効
率化し機能化するという視点が不十分であった
と自己評価した。この反省を踏まえ，①点検・
評価を担当する教員や事務職員の交替が生じる
こと，②内部質保証の向上は毎年の点検作業を
前提とする継続的な作業であること，③大学を
取り巻く状況変化に耐え，点検・評価作業を継
続的に実施できる仕組みを構築しておくことが
必要であるとの認識を共有し，点検・評価の取
り組みと点検・評価のための仕組みづくりを同
時に行うこととした。表３に内部質保証に取り
組みながら構築すべき手法の目標を示す。
〈内部質保証システムを構築する上での基本的
な考え方〉
　2020年１月に機関別認証評価に対応した取り
組みを開始した時点での課題は，①医学教育分
野別評価で指摘された組織構造を明確に構築す
ること，②医学教育分野別評価で指摘された個

図４　内部質保証システムの構築プロセス
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別課題を改善すること，③医学部，大学院，全
学のそれぞれについて自己点検・評価を実施

し，報告書を作成すること，④前記の自己点
検・評価から明らかになる個別課題を改善する

図５　３段階の内部質保証システムと委員会活動

表３　内部質保証の取り組みの目標



50 川崎医会誌一般教　49巻（2023）

こと，⑤それぞれの個別課題を解決するための
プロセスを構築すること，⑥これらを踏まえて
機関別認証評価に対応した2022点検・評価報告
書を作成することであった。さらに，これらを
実践する過程で，⑦教学マネジメントの構造と
内部質保証を推進する組織構造，⑧法人の一過
程を包含した内部質保証システムを構築する必
要があること，が強く認識されるに至った。し
かしながら，これらの課題は取り組みを開始し
た時点で全てが明確に認識されていたわけでは
なく，取り組みを進める過程で明らかになって
きたものも少なからずあった。
　内部質保証システムの構築に当たっては，そ
の時々に規定されている内部質保証システムに
基づいて点検・評価から改善への一連の作業を
実施し，その過程で不具合が生じた場合には，
その都度，新しい内部質保証システムを提案し
発展させていくという考え方を原則としてき
た。実際，2020年１月の取り組み開始時点での
内部質保証の仕組みは「2019内部質保証システ
ム」であり，これは2021年４月１日から「2021
内部質保証システム」，さらに2022年１月１日
から「2022内部質保証システム」へと発展し，
このシステムにより2022点検・評価報告書を作
成し，同年10月に実地調査を受審した。３つの
内部質保証システムの時期を図５に示す。
〈内部質保証システムの特徴〉
　2019内部質保証システム：2019年度の医学
教育分野別評価受審時点のものである。これは
2015年度の第２期機関別認証評価受審時に提出
された内部質保証システムを基本としながら，
この仕組みが持つ脆弱性を改善することを意図
して構築されたものであった。2019内部質保
証システムの中心となるのは内部質保証推進委
員会であり，同委員会が改善課題を学長に上申
し，学長が上申内容について改善が必要と認め
た場合には，担当部署に改善を指示するという
ものである。このシステムには３つの問題点，

つまり①諸課題がどのようなルートで内部質保
証推進委員会に集まるかが不明確であったこ
と，②内部質保証推進委員会の権限が極めて限
定的であったこと，③学長が発出した改善指示
の下に行われる改善結果を確認できる仕組みと
なっていなかったことである。
　2021内部質保証システム：開学以来，大学
と医学部は概念的にも実態としても一体として
運営されてきた。なお，大学院は大学運営委員
会とは別に大学院運営員会が設置されていた。
　しかしながら，今回，医学部，大学院，全学
についてそれぞれ自己点検・評価を実施する過
程で，今後の大学運営上，大学運営委員会から
医学部運営委員会を分離する必要性が明確に認
識かつ共有された。そして，医学部運営委員会
を分離独立して設置することが2020年10月の教
授会に提案され，2021年４月１日より発効し
た。これにより，大学運営委員会，医学部運営
委員会及び大学院運営委員会による本学の教学
マネジメントの構造が明確になった。
　また，同時に，大学運営委員会を，第３期の
機関別認証評価の最も重要なポイントの１つで
ある，大学評価ハンドブックの基準２に詳細
に記載されている“内部質保証の推進に責任を
負う組織”と定めた。内部質保証システムの視
点から，大学運営委員会の下に旧質保証推進室
と企画室を設置し，旧質保証推進室の下に，旧
自己点検・評価委員会，旧点検・評価実行委員
会，旧学修成果・プログラム評価点検委員会を
置く構成とした。この仕組みは2021年４月１日
から始動した。
　この仕組みでは，既に指摘されている課題や
点検・評価で明らかになってくる課題を旧質保
証推進室に集約し，そこで課題に優先順位を付
して大学運営委員会に付議し，その解決を求め
る。課題を受領した大学運営委員会は，個別の
課題に対してタスクフォースを立ち上げて，期
限付きでその実施を求めるというプロセスを形
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作った。これは課題解決のプロセスを可視化す
るものである。この期限付きのタスクフォース
で課題を解決するプロセスは，後述する“課題
解決の PDCA サイクル”に発展した。しかし
ながら，この仕組みを運用していく過程で，大
学運営委員会では内部質保証に関連した課題
に関する審議や討議を十分に尽くす時間的な余
裕がないことが明らかになり，内部質保証シス
テムを有効に機能させるためには，新しい仕組
みが必要であることが課題として共有されるに
至った。
　2022内部質保証システム：2021年４月１日
からスタートした2021内部質保証システムは上
述したように機能を十全に発揮することが困難
であることが認識されたので，その解決策とし
て，内部質保証の推進に責任を負う機能を大学
運営委員会から分離し，この機能を担う新しい
組織として内部質保証推進会議を設置すること
が検討された。
　そして，同会議の重要性に鑑みて構成メン
バーに大学運営委員会メンバーを加えるにして
も，過半数は大学運営委員会を除く者とされ
た。同会議の設置に伴い，内部質保証に関連し
た各種の委員会の名称を整理して同会議の下

に配置し，内部質保証推進会議を頂点とする内
部質保証を推進する組織群を構成し，Quality 
Promoting Unit（QPU）とした。また，同時
に大学運営委員会は内部質保証に責任を負う組
織とした。
　さらに，従来の大学の組織図は，教育研究組
織と管理運営組織が混在していたので，今回，
両組織を分離して別図として分かりやすく明
示した。課題解決の PDCA サイクルについて
も，2021年度前半の経験を生かして，ツール化
した。ポイントは，課題が QPU から大学運営
委員会に付議された後，その解決結果を再帰的
に QPU に戻して，課題の解決を確認する仕組
みとしていることである。なお，2022内部質保
証システムの詳細については後述する。

Ⅱ 　今回の自己点検・評価で明らかになった特
徴や課題，改善・向上に向けた計画等につい
て

　今回の自己点検・評価によって改善した成果
や今後の改善継続のための計画に関する項目を
表４に示す。特に，ここでは2022年１月１日か
ら発効した2022内部質保証システムと改善され
た事項について詳述する。

表４　今回の自己点検・評価で明らかになった特徴や課題，改善・向上に向けた計画等について
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〈管理運営組織の構築〉
・教育研究組織
　従来の組織図を変更して，教育研究組織と管
理運営組織を分離した組織図をそれぞれ作成し
た。まず，川崎医科大学の教育研究組織は，医
学部と大学院であり，医学部に置かれる教室を
一般教養，基礎医学，応用医学及び臨床医学の
いずれかに所属するように構成されている（図
６）。この構成は，大学基準の「基準３：教育
研究組織」及び「基準６：教員・教員組織」を
点検・評価するときの基盤となるので明確にし
ておくことが必要である。この教育研究組織に
並置して，教育支援組織，学生支援組織，研究
支援組織，図書館，現代医学教育博物館，事務
部を配置した。この新しい教育研究組織は川崎
医科大学のホームページ6）で公開している。ま
た，本学の開学以来運用されてきた各時代の教
育研究組織については，「「大学組織の変遷」
組織から見る大学の構造と機能」7）に詳しい。教
室の新設や統廃合等が生じた場合には，速やか
に更新することとしている。
・管理運営
　大きく３つの特徴がある（図７）。１つ目
は，学部の運営は大学運営委員会が行っていた
が，今回の一連の自己点検・評価の過程で，教
育研究組織に対応して医学部の管理運営に関す
る機能を大学運営委員会から独立させ，医学部
運営委員会が設置されて，大学運営委員会の
直下に配置されたことである。２つ目は，内部
質保証推進会議を学長の直轄とし，同会議の下
に内部質保証を推進する組織としての自己点
検・評価委員会，及びその直下に点検実行委員
会，事業計画点検委員会，学修成果・教育プロ
グラム点検委員会を配置したことである。３つ
目は，企画室と IR（Institutional Research）
室を学長の直轄組織として再配置したことであ
る。

〈内部質保証システムの構築〉
【川崎医科大学 内部質保証システム】
　既に述べたように，本学における自己点検・
評価という概念や取り組みは，1993年に自己点
検・評価委員会が設置されたことが始まりであ
る。以降，2022年３月までに構築された内部質
保証の仕組みについては，「川崎医科大学　内
部質保証に関する概念図の進展」8）に詳しく記載
されている（資料２）。
　内部質保証システムを構築する過程で，その
システムを有効に機能させるためには，表５に
示す，４つの質保証，つまり「大学と法人の連
携による質保証」，「事業計画の達成を中心に据
えた大学運営による質保証」，「大学，医学部・
大学院，教員の機能を最大化できる組織構造に
よる質保証」，「教員のモチベーションが生かさ
れる組織構造による質保証」を柱として，多面
的で重層的な質保証の仕組みとすることが必要
であると認識されるに至った。さらに，多面的
かつ重層的な質保証の仕組みの要素として，10
項目の質保証を列挙している。
　本学の内部質保証システムを図８に示す。こ
れは本学の最も大きな PDCA サイクルである。
この内部質保証システムは，表５に示した本学
における内部質保証システムの在り方を踏まえ
るとともに，他大学の内部質保証システムを
参照し，本学の運営実態・機能実態に合うよう
に PDCA サイクルの形を整えたものである。
本学は，学校法人川崎学園の一施設であり，教
育環境の整備や財政的な支援等を基盤としてい
る。また，学園の中期目標・中期計画を踏まえ
て本学の中期目標・中期計画及び単年度事業計
画が策定されるので，内部質保証システムの一
部に法人との連携による質保証を組み入れてい
る。これにより本学の教育研究の活動自体及び
継続的な質保証と質向上が可能となる。
　教学マネジメントによる教育の質保証を達成
していく上で，大学，医学部，大学院の組織構
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免疫腫瘍学（寄附講座）

検査診断学（病態解析）

検査診断学（内視鏡・超音波）

病理学

公衆衛生学

健康管理学

救急総合診療医学（寄附講座）

附属高校事務室 放射線腫瘍学

かわさきこども園職員室 放射線核医学

リハビリテーション学院事務室 総合放射線医学

中央教員秘書室 臨床感染症学

医療福祉大学事務部 臨床腫瘍学

医療短期大学事務室 放射線診断学

施設部 麻酔・集中治療医学１

附属病院事務部 麻酔・集中治療医学２

総合医療センター事務部 麻酔・集中治療医学３

企画部 眼科学２

経理部 耳鼻咽喉・頭頸部外科学

購買部 歯科総合口腔医療学

リハビリテーション医学

消化器内科学

大学事務局 消化器外科学

総務部 眼科学１

教務課 骨・関節整形外科学

学生課 スポーツ・外傷整形外科学

中央教員秘書室 運動器外傷・再建整形外科学

リウマチ・膠原病学

事 務 部 皮膚科学

庶務課 形成外科学

研究支援係 脊椎・災害整形外科学

小児外科学

産婦人科学１

産婦人科学２

現代医学教育博物館 婦人科腫瘍学

乳腺甲状腺外科学

脳神経外科学１
研究RA室

脳神経外科学２

附属図書館 精神科学

総合医療センター図書室 小児科学

泌尿器科学

神経内科学
臨床研究支援センター

認知症学

産学連携知的財産管理室 脳卒中医学

中央研究部
RIユニット 腎臓・高血圧内科学

総合医療センター研究ユニット 血液内科学

糖尿病・代謝・内分泌内科学

医用生物研究ユニット 呼吸器内科学

分子細胞生物ユニット 心臓血管外科学

バイオイメージングユニット 呼吸器外科学

総合内科学１

総合外科学 総合内科学２

総合老年医学 総合内科学３
中央研究センター

循環器内科学 総合内科学４

学生寮
臨床医学 総合臨床医学

男子寮
救急医学

女子寮
総合内科学

応用医学 衛生学

学生健康支援センター 法医学

学生部 障がい学生支援室

免疫学
医学教育センター

病態代謝学
教務部 臨床教育研修センター

分子遺伝医学
教材教具センター

生理学１

生理学２

生化学

微生物学
入学センター

薬理学

環境生態系分野

医学部医学科 一般教養 自然科学

語学

基礎医学 解剖学

形態系分野

生理系分野

川崎医科大学 大学院医学研究科 生化学系分野

組織培養・免疫系分野

図６　教育研究組織（2022年４月１日）
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大学院運営委員会 医学研究科委員会

学　長
外部評価委員会

内部監査室

大学運営委員会
財務委員会

内部質保証推進会議
川崎医科大学

臨床研究審査委員会
自己点検・評価委員会

人事委員会

点検実行委員会
企画室 大学院教務委員会

専門分科会
IR室

医学部運営委員会 教授会 教員会 事業計画点検委員会

教務委員会
保護者会 学修成果・教育プログラム

点検委員会
小委員会

研究委員会

教務部長 各委員会

中央研究部長 学生生活委員会

学生部長 入試委員会

図書館長 入学センター委員会

その他委員会

QPU
(Quality Promoting Unit)

内部質保証を実質的
に推進する組織

図７　管理運営

表５　内部質保証システムの基本コンセプト
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図８　内部質保証システム（本学の最も大きな PDCA サイクル）

成とその運営の責任の所在を明確にする必要が
ある。これらは，教職員のモチベーションの誘
起と維持発展を可能とする質保証の基盤となっ
ている。本学における教育研究の質向上と質保
証は，表５で示した諸階層での質保証が連動し

協調して，図８に示す内部質保証システムを継
続的に動かしながら行われることになる。
【川崎医科大学　教学マネジメント】
　図８における PDCA サイクルの「D」の部
分は，大学（全学）レベル，学部・大学院レベ

図９　本学の教学マネジメントの概略
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ル，教員・科目・授業レベルの３層を中心とし
た教育研究活動を実施するプロセスである。こ
の部分を，図９に川崎医科大学　教学マネジメ
ントとして取り出し，本学の具体的な委員会名
を付している。教学マネジメントでは，大学の
目的・使命を踏まえて，医学部と大学院の目
的・使命と学修成果を定め，その実現に向かっ
て教育活動を展開することを基本とする。この
教育活動について，それぞれが自己点検・評価
とその結果に基づいた改善を実施し，それらを
報告書としてまとめ，全学の内部質保証システ
ムに報告する。これを受けて，全学の内部質保
証システムは，医学部や大学院に適切な運営の
支援や助言を行い，これにより大学の教育研究
の成果を最大化し，質向上と質保証を行ってい
くというプロセスを継続的に推進することにな
る。したがって，今後は，医学部や大学院が成
果を上げていることを示しつつ，教学マネジメ

ントが機能していることを説明していくことが
必須となる。
【QPU　(Quality Promoting Unit)】
　図10は，前掲した管理運営図（図９）中の内
部質保証に関連する部分を抜粋したものであ
る。図10は，本学の内部質保証は，内部質保証
に責任を負う大学運営委員会と内部質保証の推
進に責任を負う内部質保証推進会議の連携に
よって担保されていることを明確に示してい
る。「内部質保証推進会議」の直下に，「自己点
検・評価委員会」を置き，自己点検・評価委員
会の下に，「点検実行委員会」，「事業計画点検
委員会」，「学修成果・教育プログラム点検委員
会」の３つの委員会を置いている。内部質保証
推進会議とその下に連なる内部質保証に関連す
る委員会群を QPU（Quality Promoting Unit）
と称して，内部質保証を実質的に推進する組織
としての役割を持つ。内部質保証推進会議は学

図10　QPU（Quality Promoting Unit）
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長の指示の下に自己点検・評価委員会以下の委
員会を統括し QPU を有効に機能させて内部質
保証を推進していく責務をもつ。この QPU が
課題解決の PDCA サイクルの中心にあること
は後述する。なお，点検実行委員会は，その下
部に大学基準の10の基準のそれぞれの名称に
「に関する専門分科会」という名称を付した分
科会をもつ。
【課題解決の PDCA サイクル】
　2019内部質保証システム及び2021内部質保証
システムにおいては，通常の教育研究活動等か
ら生じる課題や，自己点検・評価活動，外部評
価，大学評価等で生じる課題を解決するプロセ
スが明確でなかった。つまり，生じた課題が内
部質保証システムのどこに集積するのか，どの
ルートで解決するのか，解決したことをどのよ
うに確認するのかについて，明確な仕組みを内
包していなかったのである。このような反省の

下に，改訂を重ねながら図11に示す課題解決の
PDCA サイクルというプロセスを明確にした。
　解決すべき課題には，図中の右下の枠で示し
た通常の教育研究活動から発生するものや，
QPU 自身が行う点検・評価活動から発生する
ものがあるが，それらの課題のうちで各部署や
各委員会等で解決できず全学的な観点から解決
が必要と判断された課題は，自己点検・評価委
員会に集積される。自己点検・評価委員会は，
そこで中期目標・中期計画や単年度事業計画を
視野に入れて，課題を吟味し審議して解決のた
めの優先順位をつけて，解決すべき課題として
内部質保証推進会議に付議する。内部質保証推
進会議は，付議された課題を審議するとともに
解決を要する課題に対してアクションプランを
立てて，課題とともにアクションプランを学長
が委員長である大学運営委員会に付議して，そ
れらの実施を求める。なお，管理運営の組織図

図11　QPU を中心とした課題解決の PDCA サイクル
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に則してみると，内部質保証推進会議は学長の
直下にあるので，学長に対して実施を求めるこ
とが必要であるが，実務上，学長が委員長であ
る大学運営委員会の場で付議内容が審議される
こととしている。
　課題解決の実施には２つのルートがあり，１
つは短期プロセス，他は中長期プロセスであ
る。これについては，課題の軽重や難易度，緊
急度に応じて，内部質保証推進会議又は大学
運営委員会が決定する。短期プロセスの場合
には，緊急度に鑑みて，課題解決のための担当
者が決められ，実施期限が設けられる場合と，
通常の教育研究活動の実施担当部署や担当委員
会が解決を図る場合がある。中長期プロセスの
場合には，課題は中期目標・中期計画又は単年
度事業計画に書き入れられて，計画的に実施を
図っていく。
　この課題解決の PDCA サイクルの特徴は，
内部質保証推進会議から大学運営委員会に付議
された課題がどのように解決されたかを確認す
る仕組みを内包していることである。短期プロ
セスの場合には，実施部署や委員会が課題を解
決した時点で，その結果を自己点検・評価委員
会へ報告し，自己点検・評価委員会は課題が当
初意図したレベルで解決されているかを検討し
て，その結果を内部質保証推進会議に報告す
る。内部質保証推進会議も同様に審議し確認し
て，その結果を大学運営委員会に付議して，課
題が解決したことの共有を図る。中長期プロセ
スの場合には，事業計画点検委員会の単年度事
業計画の達成度調査や点検実行委員会による自
己点検・評価活動を通じて，その課題の達成度
を評価し，短期のプロセスと同様に大学運営委
員会に報告される。
　以上が2022年10月に第３期の機関別認証評価
実地調査を受審した時点での，本学の内部質保
証の仕組みである。次に，これまでに策定した
方針や自己点検・評価活動を通じて改善が行わ

れた実例を示していく。
〈各種方針の策定と各種規程の整備〉
　2020年４月23日に開催した令和２年度第一回
教育改善委員会において，「委員会後直ちに医
学部と大学院について自己点検を行い，その結
果を踏まえて，全学的な視点から自己点検・評
価を実施し，2020点検・評価報告書の初稿を
2020年末までに作成する計画」を共有した。第
３期の機関別認証評価の大学基準では，「基準
１　理念・目的」と「基準３　教育研究組織」
を除く８つの基準では，それぞれに方針の策定
が求められていた。
　一方，第２期機関別認証評価時の大学基準で
は，方針の策定については，10の基準のうち，
「基準１　理念・目的」，「基準２　教育研究組
織」，「基準10　内部質保証」の基準を除く基準
３～基準９において方針の策定が明示的に求め
られていた。これに対する2015点検・評価報告
書に記載されている本学の方針の策定状況は，
「基準４　学位授与方針，教育課程の編成・実
施の方針」，「基準５　学生の受け入れ方針」に
ついては明示されていた。しかしながら，「基
準３　教員・教員組織」，「基準７　教育研究
等環境」，「基準８　社会連携・社会貢献」につ
いては，分かりやすく明言されているとは言い
難いものであった。さらに，「基準９　管理運
営の方針」については「明確に定めたものはな
い」としていた。つまり，第２期の機関別認証
評価受審時には，10の基準のうち，いわゆる３
つの方針と学生支援の方針のほかには，方針と
呼ぶに相応するものは策定されていなかったと
いえる。
　2020年度初頭において，方針の策定状況がこ
のような状態にあったことから，医学部，大学
院，全学の観点からの自己点検報告書の執筆は
難渋を極めた。そこで，2020点検・評価報告書
の初稿をブラッシュアップするための学長を含
むブラッシュアップチームが，それまでの本学
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表６　新規に策定した目標・計画や方針その他

の状況を踏まえて，欠如している方針の原型を
策定した。このようにして完成した2020点検・
評価報告書は大学運営委員会に付議されて，方
針についても一括して承認を得た。その後，
2020点検・評価報告書は外部評価を受けるとと
もに，新たに策定された方針群については，タ
スクフォースが設定されて，方針の見直しとブ
ラッシュアップが行われた。これらのプロセス
で策定された方針は2022点検・評価報告書に記
載された。
　表６に示すように，諸方針のほか，ガバナン
スコードや，中期目標・中期計画，求める教員
像，学生の行動規範も策定した。内部質保証に
ついては，第２期の機関別認証評価では，基準
10に位置付けられており，そこでは内部質保証
の方針の策定は求められていなかった。しか
し，第２期機関別認証評価の実地調査前の2015
年７月に「川崎医科大学内部質保証の方針」を
発効し，ホームページで公表した。さらに，
2016年４月に，IR 室の設置や自己点検・評価

委員会の再構築に伴って，内部質保証の方針を
部分的に改訂した。しかしながら，この内部質
保証の方針は概略が説明されているのみで，第
３期の機関別認証評価の基準２の内部質保証に
おいて求められている水準に達していなかった
ので，今回一新した。
　新しくした内部質保証の方針9）は，表７に示
すように，「前文」と，「１．基本的な考え方」
及び「２．組織体制（役割・権限）と手続き」
という構成である。「１．基本的な考え方」は
18項目，「２．組織体制（役割・権限）と手続
き」は14項目からなり，学長プレゼンテーショ
ンでは，次に示す項目が強調された。
　「１．基本的な考え方」：
　項 目１　本学における持続可能な内部質保証

は，本学を構成する各階層・各組織・各個
人における自らの点検・評価に基づくそれ
ぞれの質の保証を基盤とし，これら諸要素
を連関させて１つの内部質保証システムと
して機能させることによって，達成される
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と考える。このもとに内部質保証システム
を整備し，恒常的に教育の質保証と向上を
図り，大学の社会的責任を果たす。

　項 目18　内部質保証システムの適切性につい
ては，内部質保証システムが内包する点
検・評価の仕組みにより検証と改善を恒常
的に行うとともに，外部評価により，これ
を担保する。

　「２．組織体制（役割・権限）と手続き」：
　特に大学運営委員会，内部質保証推進会議，
自己点検・評価委員会，点検実行委員会，事業
計画点検委員会，学修成果・教育プログラム点
検委員会に関してそれら組織の要点が説明され
た。
〈点検・評価・改善のためのツール〉
　2022点検・評価報告書を作成するための具体
的な作業は2020年度から開始されたが，この準
備過程の始めから自己点検・評価作業の経験を
どのようにして次世代に伝達していくかという
視点が常に意識されていた。この視点は，2022

点検・評価報告書の序章の「４．本報告書と受
審への期待」において，次のように記してい
る。
　本報告書は，特に内部質保証に対する本学の
取り組みの過程と現状の点検結果を記録し，今
後の内部質保証の取り組みを継承することを意
図している。また，大学基準協会による2021年
改訂の大学評価ハンドブックの資料６に記され
ている「注意点」にできる限り対応し，分りや
すさを目標に，各章のどこから読み始めても，
その章の内部質保証の取り組みが分かるような
構成とした。今回の受審の準備過程において
は，点検，評価及び改善並びに報告書作成とい
う一連のプロセスを，学内の世代交代が進んで
も継続できるように意図しながら各種のツール
を作成して準備してきた。
　今回のプレゼンテーションでは，改善のた
めのツールが６つ紹介された。それらは，①
「2020点検・評価報告書」に対する達成度評価
の可視化，②「2020点検・評価報告書」に対す

表７　川崎医科大学内部質保証の方針の構成
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図12　2020点検・評価報告書に記載されている現況の達成度評価の可視化

る外部評価の可視化，③単年度事業計画の達成
度評価の集計表，④令和２年度事業計画の達成
度評価の可視化，⑤分野別年次報告書の記録方
式の工夫，⑥各改善事項の進捗状況を把握する

ための進捗点検表である。これらは，いずれも
プロセスや結果を可視化して，現状を把握しや
すく，また共有しやすくすることを意図してい
る。

図13　外部評価者による評価の可視化
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図14　単年度事業計画中の各計画の達成度評価（抜粋）

図15　図14中の「計画」欄の計画内容

N002  学⽣は、学⽣同⼠、教員、医療従事者、患者及びその家族を尊重し、とるべき適切な⾏動を⾏
 動規範等に記載する。

N003  建学の理念・⽬的・使命の下にある４つの⽅針に基づいた教育活動が有効な学修成果・教育成
 果を上げているかを諸点から点検・評価する。

N004  ４つの⽅針そのものも、分野別評価の評価結果を踏まえて⾒直していく。

N005  卒業時の到達⽬標に、医師としての資質を備えるのに⼗分なコンピテンスが設定されているかを
 ⾒直す。

N006  教育⽬標を達成するのに⼗分な内容をもってポリシーとして機能しているかを点検する。

N007  卒業時コンピテンシーの到達度について間接的評価を⾏う。

N008  ポリシーに卒業時コンピテンシーを達成するために必要な教育課程の編成と実施並びに評価⽅法
 についての⽅針が定められているかを検証する。

N009  カリキュラム・ポリシーに則って科⽬が設定されているかを検証する。

N010  学⽣評価が適切に⾏われているかを検証する。
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図16　単年度事業計画の達成度の可視化

　図12は，2020点検・評価報告書の報告書作成
時点での本学の教育研究等の状況を，基準協会
の基準に則して，本学自らが評価しその結果を
可視化したものである。これにより達成状況の
把握が容易となる。図13は，2020点検・評価報
告書に対する外部評価者８名による評価結果を
可視化したものである。同一の報告書に対して
自らの達成度と外部の達成度を可視化して比較
することで，現状に対する認識を深めることが
可能となる。
　図14は，単年度事業計画に記載されている各
計画の達成度状況を集計した表で，そこには事
業計画項目や担当委員会，目標の実施率等が記
載されている。なお，図中の「計画」欄の内容
は，図15に別記している。目標の実施率（到達
度）については，「完了（Ａ）」，「７割（Ｂ）」，

「５割（Ｃ）」，「３割（Ｄ）」，「進捗なし（Ｅ）」
の５段階で評価を行っている。このように点
検・評価することで，事業計画の達成度状況を

様々な視点から可視化することが可能となる。
具体例として，図16に達成度別の項目数を示
す。これから令和２年度の事業計画全体の達成
度が57.6％であったことが可視化された。
　図17は分野別年次報告書作成上の工夫を示
す。2019年度に受審した医学教育分野別評価で
は，53項目の改善事項が指摘されており，これ
らの改善事項については2021年度８月を初回と
して，毎年８月末までに前年度の改善状況を日
本医学教育評価機構に報告することが義務付け
られている。この報告は次回の受審前年度ま
で続き，これはグローバルスタンダードの医学
教育を達成していくために極めて重要な改善の
プロセスとなっている。各改善事項についてど
の程度進捗したのか，次年度の計画は何かを常
に把握しておくことが，実務としても重要であ
る。このような観点から，図17に示すように項
目ごとに，改善状況と今後の計画を積み上げて
一覧できるように工夫を行った。また，最下段
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図17　分野別年次報告書の記載方法の工夫

には，各年度の達成状況を大学運営委員会等の
メンバーが自己評価を行った，その平均達成度
を示した。このような工夫により，53項目のそ
れぞれの進捗状態とともに，全体の進捗状況を
把握することができ，継続的な改善に資すると
ころが大きい。
　図18は53項目の改善事項の進捗状況を把握す
るための一覧表である。今回の実地調査を受け

た時点で，日本医学教育評価機構からの53課題
に加えて，医学部の点検・評価報告書と大学院
の点検・評価報告書，2020点検・評価報告書，
さらには2022点検・評価報告書を作成する過程
で多くの課題が明らかになっていた。これらの
課題のうち，優先順位の高い課題が選択されて
改善に取り組んだ。この取り組みは，2022内部
質保証システムの QPU を中心にした課題解決

J19_2_11 2.教育プログラム 2.5 臨床医学と技能 

基本的水準 判定：部分的適合 

改善のための助言 

 健康増進と予防医学を確実に体験すべきである。 

改善状況 と 今後の計画 

＜2020 年度＞ 

【改善状況】 

2021 年度から、3学年の「臨床実習Ⅲ」の中で、健康増進・予防医学の体験実習を本学

附属病院の健康診断センターにおいて実施することとした（資料 2-9）。 

 

【2021 年度以降の計画】 

上記の体験実習の成果を検証する。 

 

＜2021 年度＞ 

【改善状況】 

「臨床実習Ⅲ」において、健康増進実習を実施するためにシラバスを作成していたが、

実施場所が新型コロナウイルス感染症ワクチン接種会場として使用されたため、実習を実

施することができなかった（資料 2021-2-5）。 

 

【2022 年度以降の計画】 

 「臨床実習Ⅲ」において、健康増進・予防医学の体験実習を本学附属病院の健康診断セ

ンターにおいて実施する。実施結果に基づいて体験実習のプロセスと成果を検証する。 

状況を示す根拠資料 

資料 2-9：2021 SYLLABUS（P240～P241） 

資料 2021-2-5：2021 SYLLABUS（P240～P241） 

課題達成度 
年度 2020 2021 2022 2023 2024 2025 
％  36.8     
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図19　図18中の「JACME からの助言，示唆」欄の改善事項

 使命のなかに国際社会への貢献を含めることが望まれる。

 学⽣同⼠、教員、医療従事者、患者、およびその家族を尊重し、学⽣がとるべき適切な⾏動を学則・⾏動規範等に記載すべきである。

 卒前の学修成果と卒後研修終了時の学修成果との関連を、学⽣が理解できるよう明⽰することが望まれる。

 使命、ポリシーならびに学修成果の作成や⾒直しに学⽣が参画すべきである。

 使命、ポリシーならびに学修成果の作成や⾒直しに他の医療職や、患者、地域医療の代表者が参画することが望まれる。

 教育評価や医学教育分野の研究における最新の専⾨知識に注意を払うことが望まれる。

 教職員と学⽣の交流を含めた国内外の他教育機関との協⼒について、⽅針を策定すべきである。

 国内の他教育機関との交流を推進すべきである。

 カリキュラムと学修成果に対して定期的にモニタすべき内容（在学⽣、卒業時・卒業⽣等への調査内容を含む）を確定し、カリキュラムの
重要な側⾯に関してプログラム評価を⾏うシステムを構築すべきである。

 カリキュラムの特定の構成要素（教育⽅法、臨床実習の期間、評価⽅法など）および⻑期間で獲得される学修成果などに関して、包括
 的にプログラム評価を⾏うことが望まれる。

 学⽣と教員からのフィードバックを系統的に求め、分析し、対応すべきである。

の PDCA サイクルを通じた改善に引き継がれ
ている。課題全体を把握しながら，その進捗管
理を行うことも極めて重要な改善のプロセスと
いえる。図18は，これらの具体例の１つであ
る。図18中の最下段の数字は，これまでに改善
プロセスの各ステップを通過した課題の件数を

示している。図19は図18中の「JACME からの
助言，示唆」欄の具体的な内容を同順に示して
いる。
〈内部質保証システムの有効性〉
　第３期機関別認証評価の重点は，内部質保証
システムを構築し，これを機能させて，学修

図18　改善事項の進捗点検表
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図20　課題解決の PDCA サイクルによる改善の例

（学習）成果を高めているか，また，内部質保
証システム自身の適切性を検証して，自律的・
継続的に発展できるシステムとしているかにあ
る。
【課題解決の PDCA サイクル】
　内部質保証の求める学修（学習）成果の発展
を裏付けるデータは現時点では有していない
が，内部質保証システムが機能していることの
一例として，図20に課題解決の PDCA サイク
ルの稼働状況について，具体的な日付を付して
説明している。例に取り上げた具体的な課題
は，医学教育分野別評価において指摘された，
「教職員と学生の交流を含め，国内外の他教育
機関との協力について方針を策定する」（6.6 教
育の交流）である。この課題は QPU の自己点
検・評価委員会で審議され，内部質保証推進会
議でアクションプランを策定して，学長が委員
長である大学運営委員会に，その実施を求めて

付議された。
　付議を受けた大学運営委員会は，方針の策定
を社会連携・社会貢献推進統括委員会に求め
た。社会連携・社会貢献推進統括委員会は策定
した方針案を自己点検・評価委員会に報告し，
自己点検・評価委員会は意図したレベルの方針
が策定されているかを検討し，その結果を内
部質保証推進会議に報告した。そこで同様な審
議を経て，当該の課題が達成されたことを確認
し，これを大学運営委員会に報告した。大学運
営委員会の承認をもって，当初の課題は解決が
完了したものとした。ここで例示したように，
課題を解決する PDCA サイクルは，計画どお
り機能することが確認された。他の諸課題もこ
の仕組みで解決することが期待されている。
【内部質保証システムの適切性について】
　川崎医科大学内部質保証システムは図８に示
したように，法人の機能の一部を含み，本学の



67福永仁夫ほか：川崎医科大学の内部質保証システムの実質化

中期目標・中期計画の策定から単年度事業計画
の策定を起点にしている。さらに，事業計画を
中心にした大学運営，その中心に教学マネジメ
ントを据えて，それらの活動全体を QPU を中
心にした内部質保証を推進する組織が点検・評
価を行う。その結果に基づいたアクションプラ
ンを作成して，次のサイクルへとスパイラルし
ていくものとなっている。したがって，内部質
保証システムの適切性を検証するためには，本
学の教育活動全般が内部質保証システムに示し
たスキームに従って点検・評価・改善を受けな
がら，年間を通して有機的に機能し成果を上げ
ていることを示す必要がある。
　本学の内部質保証の方針の「１．基本的な考
え方」の項目18には内部質保証システムの適切
性の検証について，「内部質保証システムの適
切性については，内部質保証システムが内包す
る点検・評価の仕組みにより検証と改善を恒常
的に行うとともに，外部評価により，これを担
保する。」としている。さらに，「2022点検・評

表８　内部質保証の適切性の検証に対する基本姿勢

価報告書」に，表８のように具体的に記してい
る。
〈今後の計画〉
　課題に対する改善は，継続して取り組んでい
る。しかし，明らかになってはいる一方で，改
善が開始されていない改善課題も数多くある。
実地調査における学長プレゼンの中で，実地調
査後も内部質保証を中断させることなく推進す
るためには，計画をあらかじめ明確にしておく
ことが必要であるとの考えの下に，表９に，９
つの目標・計画が表明された。これらは既に大
学運営委員会で承認されており，QPU を通じ
て改善を継続・推進していくことが必要であ
る。
　１つ目のグランドデザインやビジョンは，本
学が目指す未来の姿を描いて，その達成のため
に中期目標・中期計画を策定し，これを踏まえ
て単年度事業計画を立案するという構成の起点
になるものなので，内部質保証を推進する上で
は極めて重要な柱といえる。
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表９　実地調査後に引き続き取り組むべき課題

　４つ目は，QPU のアクションプランの作成
能力を高めるために必要な体制を整備していく
ことについての計画である。QPU は2022年１
月１日から有効になった内部質保証を推進して
いく組織群であるが，その中でも，内部質保証
推進会議はその QPU を統括して，内部質保証
の推進に責任を負う組織で，とりわけ課題に対
して，中長期目標・中期計画及び単年度事業計
画を見据えて，アクションプランを作成する責
務がある。今回の実地調査の受審までに課題解
決のための PDCA サイクルのプロセスを用い
て課題を解決してきたが，今後，改善を一層促
進するためには，特にアクションプランを立案
する仕組みを考案して，立案のスキルを向上さ
せることが必須であるとの認識が共有されるに
至ったことによる。
　５つ目は，点検実行委員会が自己点検・評価
を行っていく本学独自の基準（JSK 基準）に
関することであり，JSK 基準の概略を図21に

示す。現在，外部評価として機関別認証評価と
医学教育分野別評価があり，それぞれに基準が
定められている。本学は医学部医学科と大学院
医学研究科から成る大学という特性からして，
これら２つの基準を別々のものとして捉え，点
検・評価を行うのではなく，一体のものとして
捉えて，自己点検・評価から内部質保証を行っ
ていく必要があるということは，2015年度の第
２期機関別認証評価を終えた時点での課題の１
つであった。この課題は，2019年度の分野別評
価を踏まえて実施してきた今回の第３期の機関
別認証評価を受審する過程で，さらに明確に意
識され共有されるようになってきた。そこで，
２つの外部評価の基準を整理してお互いに関連
付けて，これに本学独自の基準を加えて三位一
体となった基準を設けるのが有効であろうと認
識された。この三位一体の基準を JSK 基準と
した。
　６つ目は，各委員会・各部署は，その年間の
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図21　JSK 基準

表10　内部質保証に対する基本姿勢の表明

活動を記録し，自己点検・評価報告書を作成し
て，QPU に提出するというものである。本学
の内部質保証システムは，多面的・多層的に

成っていて，それぞれの部署で点検・評価を行
うことが基盤となっていると内部質保証の方
針に記されている。この方針に則して，各委
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員会・各部署は点検・評価報告書を作成して，
QPU に報告する。この仕組みは，大学全体と
しての自己点検・評価を促進し，改善を推進す
るツールの１つとして期待されている。
　７つ目及び８つ目は，大学院生が質の高い学
位論文を期限内に作成することに関するもので
ある。現状では，質が高い学位論文も多くな
く，しかも期限内に学位を取得しない大学院生
も存在する。質が高く期限内に学位を取得する
ためには，その背景にある本学の研究の在り方
についても改善が必要と認識されることによ
る。また，私立大学等改革総合支援事業でも，
リサーチアドミニストレーター（URA）の導
入状況に関する質問事項が設定されている。本
学においても URA 制度を導入する必要がある
との判断に基づいて，この目標・計画が立案さ
れている。
　９つ目は，今回の機関別認証評価の受審に向
けて加速してきた，自己点検・評価から課題の
改善に向けた活動を，受審後も緩むことなく継
続して実施し，内部質保証を達成していく必要
があるという認識を共有し継続していくための
ものである。
　最後に，学長プレゼンテーションの締めくく
りとして，本学役職者や基準協会の評価委員の
前で，表10に示す内容を実施していくという決
意が述べられた。

おわりに
　本稿では，本学が2019年度に医学教育分野別
評価を受審し，その後，第３期の機関別認証評
価に向けて取り組んできた課題の改善と組織構
造の見直しの中で，特に，その根幹ともいえる
内部質保証システムの構築に関すること及びこ
のシステムを機能させるためのツールについて
記してきた。
　実地調査時の全体面談での質疑応答は，大学
基準協会に送付した2022点検・評価報告書に対

する評価結果となる「川崎医科大学に対する大
学評価（認証評価）結果〈分科会案〉」及びこ
の分科会案中に付されている質問事項に対する
本学の回答並びに学長プレゼンテーションを
踏まえて行われた。特に，分科会案に対する本
学の回答が評価者にとって十分ではないと判断
された事項については，集中的に質疑応答が行
われた。特に，第３期機関別認証評価の要諦と
なっている内部質保証システムの構築とこのシ
ステムを機能させて教育の質向上につなげる取
り組みについては，重点的に質疑応答が行わ
れた。具体的には，分科会案の第２章内部質保
証において指摘された次に記す改善課題，つま
り，内部質保証体制の役割分担に応じた構成委
員については重ねて質疑を受け，それに対して
説明を行ったが，評価者を納得させる回答とは
ならず，今後の改善課題として残された。
　改善課題：「内部質保証の推進主体である
「内部質保証推進会議」のほか，全学的な教育
研究活動の検証と自己点検・評価等を担う「自
己点検・評価委員会」，大学における諸活動全
般の定期的な点検・評価と報告書作成等を担う
「点検実行委員会」及び単年度事業計画及び中
長期計画に記す諸計画の達成状況の点検・評価
を担う「事業計画点検委員会」による内部質保
証体制を設けているものの，その構成員につい
ては，いずれも規程上は学長の指名する者とし
か定められていない。そのため，各組織の役割
分担に応じた具体的な構成員を明確に規定する
よう改善が求められる。」（評価者コメント）
　一方，内部質保証システム，とりわけ2022内
部質保証システム及び QPU を中心にした課題
解決の PDCA サイクルについては，評価者か
ら「新たに整備した内部質保証の体制は，総論
から言うと複雑な対応ができるシステム構成
になっている。」，「仕組みとしては理想的なも
のが構築されているように感じたので，それを
いかにして動かすのかという作業手順を見せて
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いただきたい。」，「内部質保証推進会議を中心
とした QPU は非常に優れた仕組みだと思って
いる。これをいかに有効に運用し，実効性の高
い内部質保証のシステムとしていくかというこ
とが課題であろう。」と，高い評価と期待が示
された。これらは，本学がこれまでに取り組ん
できた内部質保証システムの構築に向けた努力
が結実しつつあり，内部質保証システムの基盤
が形成されつつあることを意味している。した
がって，今後は，この基盤を確実なものに仕上
げていくために，評価者からの指摘を十分に取
り込んで加速的に内部質保証システムを実質化
させ発展させていくことが肝要である。
　2023年１月20日には，大学基準協会から「川
崎医科大学に対する大学評価（認証評価）結果
（委員会案）」を受領した。この中では，数多
くの事実認定の他に，文末に「高く評価でき
る」，「評価できる」，「期待される」，「求められ
る」，「望まれる」，「検討されたい」，「必要があ
る」，「是正されたい」という語句を持つ文に

よって評価を受けた。本学はこれら評価結果に
真摯に対応して，2022内部質保証システムを
十二分に機能させて，課題を解決し期待に応
えていくことが求められている。これまで，こ
の2022内部質保証システムの構築の過程におい
て，世代を越えて取り組めるようなシステムや
ツールを意識して取り組んできたため，今後
は，これらのシステムやツールを指摘された課
題に対して実際に適用して，改善を図るととも
に，システムやツール自身も発展させていくこ
とが必須である。さらに，この内部質保証シス
テムをもってして，その本来の機能である教育
の質保証及び質向上を図っていかなければなら
ない。
　前述の「委員会案」では，第１章から第10章
の各章ごとに，Ｓ，Ａ，Ｂ，Ｃの４段階で評定
が付されているので，第２期機関別受審時の評
定とともに表11に示す。
　なお，第２期の評定の意味内容は次のようで
ある。

2015年度
第2期
機関別

2022年度
第3期
機関別

 第1章  理念・⽬的 A A
 第2章  内部質保証 C B +
 第3章  教育研究組織 A A
 第4章  教育課程・学習成果 ABB B
 第5章  学⽣の受け⼊れ C C
 第6章  教員・教員組織 B A +
 第7章  学⽣⽀援 B A +
 第8章  教育研究等環境 B S ++
 第9章  社会連携・社会貢献 B A +
 第10章第1節  ⼤学運営 B A +
 第10章第2節  財務 A A

評　定

基準章 評定
傾向

表11　大学基準各章の評定結果（章順は第３期に準拠）
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　Ｓ：方針に基づいた活動が行われ，理念・目
的，教育目標の達成度が極めて高い。Ａ：おお
むね，方針に基づいた活動が行われ，理念・目
的，教育目標がほぼ達成されている。Ｂ：方針
に基づいた活動や理念・目的，教育目標の達成
がやや不十分である。Ｃ：方針に基づいた活動
や理念・目的，教育目標の達成が不十分であ
り，改善すべき点が多い。
　また，第３期の評定の意味内容は次のようで
ある。
　Ｓ：大学基準に照らして極めて良好な状態に
あり，理念・目的を実現する取り組みが卓越し
た水準にある。Ａ：大学基準に照らして良好な
状態にあり，理念・目的を実現する取り組みが
概ね適切である。Ｂ：大学基準に照らして軽度
な問題があり，理念・目的の実現に向けてさら
なる努力が求められる。Ｃ：大学基準に照らし
て重度な問題があり，理念・目的の実現に向け
て抜本的な改善が求められる。
　第２章の内部質保証と第４章の教育課程・学
習成果の各章では１つずつ改善課題が付されて
おり共にＢ評定で，第５章学生の受け入れでは
是正勧告が付されてＣ評定であったが，その他
の章では，表11から明らかなように，第２期機
関別受審時に比して，評定のレベルは１または
２ランク上がっている。これらは，2015年度の
第２期機関別認証評価及び2019年度の医学教育
分野別評価を受審することによって経験した取
り組みを振り返り，2019年度末より第３期の機
関別認証評価に向けて，内部質保証システムの
構築とそれを基盤にした改善を進めてきた結果
が評価されて評定に反映しているものと推察さ
れる。今後は，2022内部質保証システムを十分
に機能させて，指摘された改善課題や是正勧告
及びその他の多くの課題を改善して国際基準の
医学教育を提供できる体制を早急に確立して，
本学の使命・目的を達成させていくことが期待
される。
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　2022点検・評価報告書の作成やそれに先立つ
点検・評価活動及び実地調査を完遂するに当
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引用文献
１） https://m.kawasaki-m.ac.jp/etc/document/

tenken-hyouka_2001.pdf　自己点検・評価報告
書－現状の点検と評価－　2001年2月（2023.03.07）

２） https://m.kawasaki-m.ac.jp/frombanner/
hyouka.php　大学評価 / 日本医学教育評価機
構による医学教育分野別評価，大学基準協会
による大学評価，各種自己点検・評価報告書
（2023.03.07）

３） https://www.juaa.or.jp/outline/history/　2004
年　わが国初の大学の認証評価機関となる
（2023.03.07）

４） https://www.juaa.or.jp/membership/list/
university/regular/　大学基準協会　会員校名
簿 / 大学　正会員名簿（2023.03.07）

５） https ://www. juaa .or . jp/accreditat ion/
institution/handbook/　大学評価　ハンドブッ
ク（2023.03.07）

６） ht tp s : / /m .kawasak i -m . a c . j p /ou t l i n e/
organization.php　組織図（2023.03.07）

７） 2022点検・評価報告書　p14 資料2-2（本資料
は次の場所に掲載，但し学内限定）

　　 川崎医科大学ポータルサイト / 資料集 / 医学
教育センター関連 / 第３期機関別認証評価関
連 / 20220607　機関別認証評価に向けた全学
説明会 _ 第１回本学の内部質保証システム /
添付資料１_ ◎大学組織図の変遷 _2006年～
2022年 _ver3.0.pdf（2023.03.07）

８） 2022点検・評価報告書　p14 資料2-5（本資料
は次の場所に掲載，但し学内限定）

　　 川崎医科大学ポータルサイト / 資料集 / 医学



73福永仁夫ほか：川崎医科大学の内部質保証システムの実質化

教育センター関連 / 第３期機関別認証評価関
連 / 20220607　機関別認証評価に向けた全学
説明会 _ 第１回本学の内部質保証システム / 
添付資料２_ 内部質保証に関する概念図の進
展 .pdf（2023.03.07）

９） https://m.kawasaki-m.ac.jp/outline/quality.php
内部質保証 / 川崎医科大学の内部質保証の方
針（2023.03.07）

川崎医学会誌編集部注：
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